
事
務
事
業
外
部
評
価
委
員
会 

を
開
催

　

市
で
は
、
事
務
事
業
評
価
の
客

観
性
と
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、

外
部
の
専
門
家
や
市
民
代
表
が
公

開
の
場
で
議
論
す
る
「
事
務
事
業

外
部
評
価
委
員
会
」
を
次
の
日
程

で
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
傍

聴
が
可
能
で
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

９
月
29
日
（
月
）・
30
日
（
火
）

　

い
ず
れ
も
10
時
～
17
時　
　
　

　

※
た
だ
し
12
時
～
13
時
は
除
く

■
場
所

　

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー「
ニ
コ
リ
」

　

１
階
会
議
室
５

■
問
い
合
わ
せ

　

企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　
（
内
線
３
５
５
）

地
域
し
ご
と
相
談
会（
無
料
）

　

仕
事
を
探
し
て
い
る
60
歳
以
上

の
方
や
、
依
頼
し
た
い
仕
事
の
あ

る
方
、
ま
た
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
方
を

対
象
に
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
・
場
所

　

９
月
24
日
（
水
）
旭
公
民
館

　

９
月
25
日
（
木
）
大
草
公
民
館

　

９
月
26
日
（
金
）
龍
岡
公
民
館

■
問
い
合
わ
せ

　

峡
北
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
５

−

６
３
０
０

サ
ポ
ス
テ
移
動
相
談
会（
無
料
）

　

若
者
の
就
職
支
援
の
た
め
、
専

門
ス
タ
ッ
フ
が
仕
事
、
自
立
、
進

路
の
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す
。 

■
日
時　
９
月
11
日
（
木
）

　

13
時
30
分
～
16
時

■
場
所　
北
巨
摩
合
同
庁
舎

■
対
象
者　
15
歳
か
ら
39
歳
ま
で

の
方
と
そ
の
家
族

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
５
５

−

２
３
０

−

２
２
３
９

「
マ
ル
シ
ェ
梨
北
」
開
催

　

軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
を
お
店
に

し
て
、
採
れ
た
て
の
新
鮮
な
農
産

物
を
販
売
し
ま
す
。

■
日
時　
９
月
６
日
（
土
）

　

８
時
～
10
時
（
雨
天
決
行
）

■
場
所　
ラ
ザ
ウ
ォ
ー
ク
甲
斐
双

葉
駐
車
場
内

■
問
い
合
わ
せ

　

Ｊ
Ａ
梨
北
営
農
部
地
産
地
消
課

　

☎
２
３

−

４
５
７
０

介
護
者
の
つ
ど
い 

在
宅
で
無
理
な
く
介
護
を

す
る
た
め
に

　

た
ま
に
は
仲
間
と
語
り
合
い
な

が
ら
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

■
日
時　
９
月
22
日
（
月
）

　

10
時
30
分
～
14
時
30
分

■
会
場　

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

「
ニ
コ
リ
」
1
階
会
議
室
5

■
講
師　
岩
下
内
科
医
院

　
　
　
　

院
長　

岩
下
達
志
氏

■
対
象

・
在
宅
介
護
を
し
て
い
る
方

・
こ
れ
か
ら
介
護
を
す
る
方

※
い
ず
れ
も
市
内
の
方
に
限
る

■
参
加
費　
無
料

■
申
込
期
限　
９
月
12
日
（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
２
２

−

６
９
４
４

平
和
と
国
民
の
生
活
を
守
る 

平
成
26
年
度
自
衛
官
募
集

　

自
衛
隊
山
梨
地
方
協
力
本
部
で

は
、
平
成
26
年
度
自
衛
官
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
自
衛
官
に
な
る
に

は
様
々
な
コ
ー
ス
が
あ
り
、
自
分

の
適
性
や
希
望
に
よ
り
最
適
な
コ

ー
ス
を
選
択
で
き
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
梨
地
方
協
力
本
部

　

南
ア
ル
プ
ス
募
集
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５

−

２
８
３

−

５
１
５
０

高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権 

あ
ん
し
ん
相
談
強
化
週
間

　

法
務
省
で
は
、
高
齢
者
や
障
害

者
に
対
す
る
暴
行
・
虐
待
な
ど
が

数
多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
高
齢
者
や
障
害
者
を
め
ぐ
る

人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
取
組
を

強
化
す
る
た
め
、
全
国
一
斉
「
高

齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん
し
ん

相
談
」強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
安
心
し
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０

−

０
０
３

−

１
１
０

■
期
間

　

９
月
８
日
（
月
）
～
14
日
（
日
）

■
時
間　
８
時
30
分
～
19
時

　
（
土
日
：
10
時
～
17
時
）

■
相
談
担
当
者

・
甲
府
地
方
法
務
局
職
員

・
山
梨
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

人
権
擁
護
委
員

■
実
施
機
関

　

甲
府
地
方
法
務
局

　

山
梨
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

９
月
10
日
は
屋
外
広
告
の
日

　

普
段
皆
さ
ん
が
屋
外
に
設
置
し

て
い
る
広
告
看
板
等
は
、
商
業
活

動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
と
て
も

大
切
な
手
段
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
を
表
現
す
る
有
効
な
方
法
の
一

つ
で
す
が
、
無
秩
序
に
設
置
さ
れ

る
と
、
街
並
み
や
自
然
景
観
を
乱

す
原
因
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

美
し
い
県
土
づ
く
り
の
た
め
、

ル
ー
ル
に
沿
っ
た
良
好
な
屋
外
広

告
物
の
表
示
に
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
山
梨
県
屋
外
広
告
物
」
で
検

索
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

中
北
建
設
事
務
所 

都
市
整
備

　

課 

都
市
計
画
担
当　

☎
０
５
５

−

２
２
４

−

１
６
７
７

ま
だ
ま
だ
暑
い
…

　

例
年
よ
り
厳
し
い
猛
暑
が
続
い

て
い
ま
す
。
熱
中
症
を
正
し
く
理

解
し
、
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
！

■
予
防
す
る
に
は

・
こ
ま
め
な
水
分
や
塩
分
補
給

・
扇
風
機
、
エ
ア
コ
ン
を
活
用
し

　

た
室
温
調
節

・
日
傘
、
帽
子
、
通
気
性
の
良
い

　

衣
服
の
着
用

・
炎
天
下
で
の
長
時
間
の
活
動
を

　

控
え
る

■
問
い
合
わ
せ

　

保
健
課
健
康
増
進
担
当

　

☎
２
３

−

４
３
１
０

熱
中
症
に
ご
注
意
を
！
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大
人
気
の
〝
朝
ド
ラ
〟『
花
子

と
ア
ン
』。
こ
の
ド
ラ
マ
の
中
に

韮
崎
の
建
物
が
登
場
し
た
こ
と
に

お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
？
主
人
公

の
花
子
が
子
ど
も
の
頃
に
忍
び
込

ん
だ
〝
村
の
教
会
〟
…
実
は
市
の

指
定
文
化
財
・
小
野
家
の
蔵
座
敷

で
撮
影
さ
れ
た
の
で
す
！

　

か
つ
て
本
町
通
り
に
あ
っ
た
小

野
家
の
住
宅
の
一
部
で
、
現
在
は

民
俗
資
料
館
の
敷
地
内
に
移
築
保

存
さ
れ
て
お
り
、
明
治
時
代
は
じ

め
に
建
て
ら
れ
た
風
情
あ
る
建
物

で
す
。

　

江
戸
時
代
、
現
在
の
本
町
通
り

は
甲
州
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
小
野
家

は
「
富
屋
」
と
い
う
造
り
酒
屋
と

呉
服
屋
を
経
営
し
、
名
主
も
務
め

る
豪
商
で
し
た
。
富
屋
が
あ
っ
た

場
所
は
、
い
ま
の
県
民
信
用
組
合

韮
崎
支
店
の
あ
た
り
で
す
。

　

こ
の
蔵
座
敷
は
、
小
野
家
の
家

族
が
住
む
母
屋
の
裏
に
建
て
ら

れ
、
主
人
の
居
間
や
お
客
を
も
て

な
す
応
接
間
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。「
蔵
座
敷
」
の
名
の
通

り
、
二
階
は
お
蔵
、
一
階
は
座
敷

に
な
っ
て
い
ま
す
。
座
敷
は
十
二

畳
半
が
二
間
続
い
て
お
り
、
掛
け

軸
が
三
本
も
掛
け
ら
れ
る
立
派
な

床
の
間
が
あ
り
ま
す
。
松
竹
梅
の

透
か
し
彫
り
を
ほ
ど
こ
し
た
欄
間

や
、
西
洋
風
の
モ
ダ
ン
な
ラ
イ
ト

も
見
ど
こ
ろ
で
、
和
洋
折
衷
の
華

麗
な
雰
囲
気
が
漂
う
部
屋
で
す
。

　

小
野
家
は
、
甲
州
財
閥
の
一
人

に
数
え
ら
れ
る
実
業
家
・
小
野
金

六
（
一
八
五
二
～
一
九
二
三
年
）

の
生
家
で
す
。
Ｊ
Ｒ
身
延
線
の
元

と
な
っ
た
富
士
身
延
鉄
道
を
設
立

し
、
韮
崎
小
学
校
に
講
堂
を
建
設

す
る
資
金
を
寄
付
す
る
な
ど
の
地

域
貢
献
を
果
た
し
た
人
で
す
。
ド

ラ
マ
に
使
わ
れ
た
蔵
座
敷
を
通
し

て
、
小
野
金
六
の
業
績
も
多
く
の

方
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

蔵
座
敷
は
、
民
俗
資
料
館
の
受

付
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
れ
ば

随
時
見
学
で
き
ま
す
。

（
記
事
・
民
俗
資
料
館　

名
取
）

河
川
内
樹
木
の
伐
採
及
び 

持
ち
帰
り
を
希
望
す
る
方
を 

募
集
し
ま
す

　

県
中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所

で
は
、
河
川
内
に
繁
茂
し
て
い
る

樹
木
（
ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
等
）
に
つ

い
て
、
伐
採
コ
ス
ト
の
縮
減
及
び

木
材
資
源
の
有
効
活
用
目
的
に
、

伐
採
及
び
持
ち
帰
り
を
希
望
さ
れ

る
方
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間

９
月
１
日（
月
）～
10
月
17
日（
金
）

■
募
集
人
数
　
15
名
程
度（
予
定
）

■
実
施
場
所　
須
玉
町
の
須
玉
川

■
参
加
資
格　

・
県
内
在
住
者

・
営
利
を
目
的
と
し
な
い
個
人
又

は
団
体

■
申
し
込
み
方
法

　

電
子
メ
ー
ル
の
み

詳
し
く
は
、
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク

セ
ス
し
、
応
募
方
法
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所　

　

河
川
砂
防
管
理
課
管
理
担
当

　

☎
２
３

−
３
０
６
２

w
w

w
.pref.yam

anashi.jp/
khk-kensetsu/index.htm

l

無
料
調
停
相
談
会

　

生
活
の
中
の
身
近
な
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
い
て
民
事
・
家
事
調
停
相
談

委
員
に
相
談
し
て
ま
せ
ん
か
？

■
日
時　
10
月
４
日
（
土
）　

　

10
時
～
16
時

■
会
場　
甲
府
市
役
所

■
問
い
合
わ
せ

　

甲
府
地
方
裁
判
所
事
務
局

☎
０
５
５

−

２
３
５

−

１
１
３
３

食
品
事
業
者
表
示
適
正
化 

技
術
講
座
（
無
料
）

　

お
客
様
の
視
点
に
た
っ
て
適
正

な
表
示
を
行
う
た
め
の
表
示
方
法

等
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時　
９
月
30
日
（
火
）

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

■
場
所　
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園

■
講
師　
関
東
農
政
局 

担
当
官

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

関
東
農
政
局
甲
府
知
育
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５

−

２
５
４

−
６
０
１
２

経営指導員・経営指導員研修生統一採用試験案内
【受験資格】
　次の要件のいずれかに該当する者
　（1）経営指導員
　　平成 26 年 4 月 1 日現在で、満 41 歳未満の者

（ア）大学卒業者であって、商工鉱業の指導又は経営実務に最近
5 年のうち 2 年以上従事した経験を有する者

（イ）短期大学等卒業者であって、商工鉱業の指導又は経営実務
に最近 5 年のうち 3 年以上従事した経験を有する者

（ウ）商工鉱業の指導又は経営実務に最近 7 年のうち 5 年以上
従事した経験を有する者

（エ）経営指導員として相応しい公的資格を有する者（中小企業
診断士・公認会計士・税理士）

　（2）経営指導員研修生
　　平成 26 年 4 月 1 日現在で、満 28 歳未満の者

（ア）大学若しくは大学院の卒業者又は卒業が見込まれる者
（イ）短期大学等卒業者であって、商工鉱業の指導又は経営実務

に最近 3 年間のうち 2 年以上従事した経験を有する者
【採用人員】　若干名
【申込方法】

平成 26 年 9 月 1 日（月）から 9 月 19 日（金）の間に申込書・
自己 PR シート・履歴書・卒業証明書・成績証明書を提出

【試験日】
　1 次試験　10 月 19 日（日）午前 9 時 30 分
　　　　　　（一般教養・経営の専門的知識・職場適応性検査）
　2 次試験　11 月 9 日（日）午後 1 時 30 分
　　　　　　（面接・グループ討議）
　3 次試験　11 月 25 日（火）　（面接）

【給与・待遇等】　商工会統一規程による
【問い合せ・申込書請求先】
　〒400-0035　甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3 階
　山梨県商工会連合会　総務課　☎ 055-235-2115
　http://www.shokokai-yamanashi.or.jp

商工会・商工会連合会

行政書士が、遺言書作成や相続の遺産分割
協議書の作成をお手伝いします！

ちか行政書士事務所（韮崎市藤井町）
☎0551-45-7021（平日 9 時～18 時／土曜 9 時～13 時）

☆遺言書を作成したほうが良いケース
　①自分の意思で財産の配分を決めたい
　②再婚で、前妻とのあいだに子どもがいる
　③孫や世話になった人に財産をあげたい
　④子供が無く、すべての財産を配偶者に残したい 等

花
子
さ
ん
の
教
会
に
変
身
し
た
豪
商
・
小
野
家
の
蔵
座
敷

に
ら
さ
き
遺
産
め
ぐ
り
第
5
回
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